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=非正規労働者の談話室= 
 働き続けたいのに、なぜ、非正規だか
らといって５年や６年で雇止めされな
ければならないのでしょうか？ 
 どんなことでも気軽に話にきてくだ
さい。 

９月２４日（木）午後６時～ 
豊中市立千里公民館 
（千里中央下車） 

阪 大 分 会 ニ ュース 
関西単一労働組合大阪大学分会 
大阪市淀川区十三東 3-16-12 TEL&FAX:06-6303-0449 
http://handaibunkai.xxxxxxxx.jp/ 
 

「長期非常勤職員は定年まで働ける」は労使慣行だ！ 

ー2015 年３月末大量解雇を撤回せよ－ 

 現在、私たちは石橋組合員とともに、2015 年３

月末の長期非常勤職員大量解雇撤回を求め、就労

闘争を続けています。同時に、石橋組合員の地位

確認裁判と、中央労働委員会の再審査棄却命令（団

交拒否）取消裁判を取り組んでいます。両裁判と

も、証人申請をするという重要な時期をむかえて

います。 

 阪大の解雇理由は、法

人化前から働く長期非常

勤職員と法人化後採用の

非常勤職員との間の「(労

働条件の)不均衡の解消」

であるとして、長期非常

勤職員に対する就業規則

の雇用期限を「当分の間」適用しないとした「申

合せ」を一方的に撤廃しました。 

 しかし、私たちはこの雇止め解雇がいかに不当

であるかについて、８月 10日提出の第４準備書面

にて改めて主張しました。それは、大学と組合を

含む長期非常勤職員の間に定年まで雇用を継続す

るという労使慣行が成立していたということと、

不更新条項についても石橋組合員の自由な意思に

よる同意でないということです。 

 石橋組合員が 2006年末の意向確認の際に、人科

庶務係長から「定年まで働ける」と聞いたように、

大学内には「更新を繰り返して、定年まで働ける」

という認識が長期非常勤職員だけでなく、現場の

正規職員にもありました。つまり、大阪大学には

「長期非常勤職員は、定年まで働ける」という労

使慣行が、2009年 10

月 26日に「お知らせ」

が出されるまでにあ

ったということなの

です。このように労

使慣行が成立してい

るとき、大学はこの

労使慣行と異なる労

働契約（2015年３月末雇止め）を提案するのであ

れば、組合や長期非常勤職員との合意が必要なの

です。ところが、大学は長期非常勤職員や学内の

労働組合の切実な反対の声を無視して、大量解雇

を強行したのです。阪大で働く皆さん、このよう

な非正規使い捨ては絶対に許せません。共に闘い

ましょう。 

◆裁判闘争に支援を 

★石橋組合員の地位確認裁判 第６回裁判 

11 月 11 日（水）午後２時～ 

大阪地裁８０９号室 

★中労委不当命令取消裁判 第６回裁判 

10 月 15 日（木）午後２時 30 分～ 

東京地裁５２７号室 

◆官製ワーキングプア大阪集会 Vol.3 に参加を!! 

11 月１日（日）午前 10 時～午後４時 40 分 

エルおおさか６階  ＊石橋組合員が発言します!! 

あらゆる相談受付中！！ 

正規・非常勤・派遣・委託など１人でも

入れる組合です 

8.26阪大へ抗議のシュプレ!! 
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労働者は職場から、戦争法案反対・改憲阻止を

闘おう！－戦争は究極の人権侵害であり、 

国家による大量殺人だ ！  
 

 戦争法案が 17 日にも参議院で強行採決される

という緊迫した事態を迎えています。関西単一労

働組合は、戦争法案強行採決を阻止するために、

労働者として最大の力を発揮して闘おう、職場か

ら立ち上がろう、ストライキで闘おうを合言葉に

取り組んでいます。 

 ９月８日、朝から兵庫県立こども病院前にて関

単労主催の戦争法案反対・改憲阻止集会をもち、

昼から労働者共闘らと集会・デモをおこないまし

た。こども病院分会の仲間は年休闘争で立ち上が

り、「戦争は究極の人権侵害であり、国家による大

量殺人だ！」と訴えました。阪大分会も集会に参

加し、石橋組合員の解雇撤回闘争への支援と解雇

攻撃の背景にある国立大学法人化について訴えま

した。 

 阪大では次々と建物がたち、新しい研究事業が

おこなわれ、大学のホームページで非常勤職員を

常に募集しています。それなのに、なぜ解雇する

のか。これも、法人化が一因です。2004年の国立

大学法人化は、小泉「構造改革」の一環として、

大学という学問・教育機関に徹底した市場原理を

持ち込み、阪大は儲かる大学へと変貌しました。

大学の自治をつぶし、非正規労働者を増やし、賃

金・労働条件を切り下げ、学生、教職員の管理を

強化しています。 

 

産官軍学複合の強化と 

学内民主主義の否定を許すな！  

 法人化から 10年が経ち、阪大の理事会は国・文

部科学省と大企業にのっとられ、独占資本のため

の学問・研究になっています。そして、労働者に

対しては労働法なきに等しい労働者支配をしてい

ます。理事会が学部長を選考する動きや３学期制

導入の一方的決定など、阪大は学内の民主主義を

根本から否定する攻撃をかけ続けています。その

一番えげつない攻撃が、非常勤職員の大量解雇攻

撃です。昨年 12月には、大阪大学ベンチャーキャ

ピタル株式会社が文部科学省と経済産業省の肝い

りで設立されました。阪大の学問・研究が企業と

タイアップした製品・商品化できる分野へ、実学

へと一挙に動きだしています。 

 このように、大学は解体され、新自由主義グロ

ーバリゼーションにおける独占資本の経済機構と

して、独占資本と国家によって支配されているの

です。法人化は大学改革といっていますが、大学

改革とは経済政策なのです。法人化された国立大

学は「真理の探究と自治」の大学から、政治・経

済に従う官製の人材生産工場へと変質しているの

です。国・文部科学省は文科系、社会系の学部の

廃止方針を打ち出し、防衛省は大学へ研究費をだ

すとまでいっています。すでに、阪大では米軍基

地経由で研究費が流入していて（2010 年朝日新

聞）、「学問の自由」を口実に国家の戦争体制づく

りに協力しているのです。国立大学法人化とは産

官軍学複合を強め、学内民主主義を一挙に剥奪す

る攻撃なのです。 

 いつでも戦争できる国、戦争国家化時代を迎え

て、私たちははっきりと、「中間的な態度」を取る

ことは許されない時代にいるんだ、ということを

肝に銘じなければなりません。私たち労働者の生

活と生命に直結し、民主的権利と人権を侵害する

戦争法案反対・改憲阻止を闘っていきましょう。 
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